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給食施設における栄養管理指針



近年、急速な高齢化や疾病構造の変化に伴い、がんや心疾患、脳血管疾患

等に代表される生活習慣病が増加しています。特に、働く世代の男性を中心とし

た肥満者の増加や、若い女性のやせが課題となっており、予防を重視した健康づく

り対策が進められているところです。

健康増進法において、特定給食施設の設置者は、適切な栄養管理を行わな

ければならないとされており、「健康日本２１（第三次）」「健康トライ２１（第

３次）」では、利用者に応じた食事提供を実施している特定給食施設の増加が

目標に掲げられています。

そこで、特定給食施設等の設置者及び関係者の皆様に、栄養管理をはじめ、

衛生的かつ安全な給食管理を円滑に実践していただくためにこの指針を作成しま

した。

皆様の日常業務において、給食利用者はもとより、その家族や地域を含めた府

民の健康づくりの推進に本指針を役立てていただけることを願っております。
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